
 

平成 27年５月 19日 

各  位 

会 社 名 株式会社アルファ 

代表者名 代表取締役社長   川名 祥之 

（コード番号：3434 東証第１部） 

問合せ先 取締役 常務執行役員 斉藤 雄一 

（TEL：045-787-8401） 

 

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改訂に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27年５月 19日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方

針」の改訂を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、変更箇所は下線で示しております。 

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

  

当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社の業務の適正を確保す

るための体制（以下「内部統制」という）を整備する。 

 

１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

   アルファグループ共通の価値基準である ALPHA WAY を策定し、法令順守をミッショ

ンとして規定するとともに、アルファ企業倫理綱領をはじめとするコンプライアンス体制

にかかる規程を定め取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため

の行動規範としております。また、その周知徹底、定着を図るため、コンプライアンス委

員会が継続的な教育を推進しております。さらに、同委員会において、各社及び各部門の

コンプライアンスの状況を評価し、継続的な教育を推進しております。これらの活動は、

定期的に業務執行会議に報告されるものとし、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告

されるものとしております。また、法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報

提供を行う手段としてアルファ・ヘルプラインを設置し運営しております。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下「文書

等」という。）に記録し保存しております。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を

閲覧できるものとなっております。 



３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

 コンプライアンス、環境、災害、品質及びセキュリティ等に係るリスクについては、リ

スク管理基本方針に従い、それぞれの担当部署もしくは委員会にて、規程・ガイドライン

の起案、研修の実施、マニュアルの作成・配付等を行うものとし、組織横断的なリスク状

況の監視及び全社的対応については、経営企画部門が行います。また、新たに生じたリス

クについては業務執行会議で審議のうえ、代表取締役社長が速やかに対応責任者となる執

行役員を定めます。 

 

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。 

（１） アルファグループの全役員・従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図

ると共に、計画を策定しております。 

（２） 効率的かつ迅速な意思決定を図るため、取締役は少人数とし、定時取締役会を月１

回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 

（３） 取締役会は、計画を具体化するため、毎期、事業部門ごとの業績目標と予算を設定

します。研究開発、設備投資、新規事業については、原則として計画の目標達成へ

の貢献度を基準に、その優先順位を決定します。同時に、各事業部門への効率的な

資源配分を行っております。 

（４） 業務執行体制の強化と責任の明確化を図るため執行役員制度を導入し、執行役員が

出席する業務執行会議を毎月複数回開催し、子会社を含めた各部門の業務執行につ

いて審議し、変化する環境に迅速かつ的確に意思決定を進めております。 

（５） 月次の業績はＩＴを積極的に活用したシステムにより月次で迅速に管理会計とし

てデータ化し、業務執行会議に報告しております。 

（６） 業務執行会議において、毎月、担当執行役員に目標未達成の要因の分析、その要因

を排除・低減する改善策を報告させ、審議を行い、代表取締役社長は必要に応じて

目標を修正しております。 

（７） （６）の議論を踏まえ、各事業部門を担当する執行役員は、各本部及び事業部門が

実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務執行をさせておりま

す。 

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 関係会社管理規程を定め、子会社が当社の承認を受けるべき事項及び当社に報告すべき

事項を定め、重要な情報を共有するほか、当社グループの業務の適正を確保しております。

当社グループの各本部及び事業部に関して責任を負う執行役員を任命し、コンプライアン

ス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、前者についてはコンプライ

アンス委員会が、後者については経営企画部門がこれらを横断的に推進し管理しておりま



す。内部監査規程を定め、当社の内部監査部門が、子会社に対して適宜監査を実施し、子

会社の取締役及び使用人の適正な業務執行を確保しております。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項 

 監査役は、内部監査部門の従業員や経営管理部門の従業員等に監査業務に必要な事項を

命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその

命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとしております。 

 

７．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報

告するための体制、その他の当社の監査役への報告に関する体制 

 取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに

重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する体制を整備しておりま

す。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役会の協議により

決定する方法によっております。また、アルファ・ヘルプラインによる通報状況及びその

内容は、コンプライアンス委員会より常勤監査役に報告し、同監査役が監査役会に報告す

る方法によっております。内部監査部門は定期に又は必要に応じて各子会社の監査を実施

し、当該子会社からの報告を含めた監査結果を監査役会に報告しております。また、監査

役監査基準を規定し、当社及び子会社の役員及び従業員が監査役へ報告を行ったことを理

由として、不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備しております。 

 

８．監査役の職務の執行に生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他当該職務の執行につ

いて生ずる費用または債務処理に係る方針に関する事項 

 監査役の職務の執行に生ずる費用については、監査役からの請求に基づき、当社にて速

やかに処理いたします。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定するとともに、取締役及び執

行役員から報告を受ける体制を整備しております。また、監査役会及び会計監査人との間

で定期的な意見交換会を設定しております。 

 

 



報告

取締役会

取締役８名 監査役会 連携

（うち社外取締役１名） 監査 監査役３名 報告

（うち社外監査役２名） 選任同意

会計監査の
妥当性確認

連携

報告

報告

連携

      

　

執行役員

報
告

選
任
・
解
任

選
任
／
解
任

・
監
督

選
任
・
解
任

選
任
・
解
任

監
査

株主総会

内部監査部門
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会

体
質
改
善
推
進
会

指
示
 
・
監
督

指
示
・
監
督

報
告

代表取締役
報
告

監
査

監
査

会計監査人

会
計
監
査

報告

報
告

各事業部門 子会社 

ガバナンス体制図 


	15.5.19　内部統制システムの整備に関する基本方針1.pdf
	15.05.19模式図.pdf

